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国民生活センター メールマガジンより 

 

始めましょう！デジタル終活 
＜事例 1＞ 亡くなった兄が生前利用していたネット銀

行の口座を確認するため、携帯電話会社の店舗にスマホの画

面ロック解除を依頼した。「初期化はできるが、画面ロック

の解除はできない」と言われた。これではデジタル遺品の確

認ができない。(60歳代) 

＜事例 2＞ 夫が亡くなり携帯電話を解約した。最近、夫

が契約していたスマホのセキュリティのサブスク契約が残

っていることが分かり、事業者に問い合わせると「すぐに解

約するには IDとパスワードが必要だ。それが分からなけれ

ばすぐには解約できない」と言われた。(80歳代) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜ひとこと助言＞ 

★スマホ等の ID・パスワードは、第三者に知られないよう適切

に管理することが重要です。一方で、デジタル遺品を確認する

必要がある場合に、故人のスマホ等の ID・パスワードが分からず

データを調べられないという問題が発生しています。そのため、

万が一の際に、遺族が故人のスマホ等をロック解除できるように

しておく必要があります。 

★例えば、名刺サイズの紙にパスワード等を記入し、修正テ

ープでマスキングなどした「スマホのスペアキー」を作り、万が一

の際に家族がみつけられる場所に保管しておく方法があります。 

★毎月支払いが発生しているインターネット上の契約は、サー

ビス名・ID・パスワードを日頃から整理するほか、エンディングノ

ートの活用も検討しましょう。 

ふくい・くらしの研究所で

は、消費者の視点から福井県

の経済の実態を明らかにし、

地域経済の発展・向上に役立

てる目的で、「消費者のくら

し向き」・「旅行」・「貯蓄」・「ボ

ーナス」・「くらし・食・環境・

福祉等の意識調査」などから

なる、『消費者のくらし向き

に関するアンケート』を半年

ごとに実施しています。 

                                                  

                                                   

●福井県民生協の組合員約１6万人の中から無作為で

抽出させていただいた 2500 名にご協力をお願いし

ています。全ての質問は無記名でご回答いただきま

す。対象の方には 3月上旬に調査票をお届けしますの

で、何卒ご協力いただきますようお願い申し上げま

す。（webでの回答が便利です） 

●調査の結果は、県内マスコミに公表する他、ホーム

ページや機関紙などに掲載いたします。 

 

 ＊この調査で取得した組合員の皆様の個人情報は、個人情報

保護法に基づき、本調査のみに使用し、漏洩や滅失しないよう

に管理いたします。また、個人を特定されることは決してござ

いません。 

 

 

  

そのときどきの旬の食材を楽しみます。 

お祝いの食卓をテーマに、ちょっと華やかな

メニューが登場しますよ。 

講師：出倉弘子氏 

参加費：1800 円（くらなび会員は 1500円） 

★10：00～13：00 

★持ち物 ：エプロン・ハンドタオル・筆記用具 

http://www.kuranavi.jp/

